
（ 特 に 定 め た 契 約 条 件 ）

１ この業務は、令和６年度から令和７年度にわたるものである。

２ 令和６年度の支払いは０円とし、残額は令和７年度に支払う。

３ 発注者は予算上の理由等により、第２項に規定する支払額を変更するこ

とが出来る。


